
国立大学法人東京農工大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成21年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２ 役員の報酬等の支給状況

期末特別手当については、その者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、

１００分の１０の 範囲内で増減することができることとしている。

人事院勧告に準拠して下記の改正を行った。

・俸給月額を約0.3％引き下げた。

・期末・勤勉手当の支給月数を年間０．２５月分引き下げた。

同上

改定なし

法人の長と同じ

改定なし
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２　役員の報酬等の支給状況

平成21年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,442 11,916 4,904
1,430

192
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,666 8,695 3,592
1,044

335
（地域手当）
（通勤手当） 3月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,561 9,400 3,869
1,128

164
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,736 10,104 4,158
1,213

261
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,666 10,104 4,158
1,213

191
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,482 8,728 3,592
1,048

114
（地域手当）
（通勤手当） 3月31日 ＊

千円 千円 千円 千円

3,000 3,000 0 0

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

法人の長

A理事

B理事

C理事

D理事

監事
（非常勤）

前職

監事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）
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３　役員の退職手当の支給状況（平成21年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：「摘要」欄には、具体的な業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

摘　　要

監事

監事
（非常勤）

法人の長

理事

法人での在職期間
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

俸給月額
（査定分）

制度の内容

俸給月額
（昇格・降格）

賞与：勤勉手当
（査定分）

毎年1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、昇給する号俸数（０から８
号俸）を決定する。

昇格：従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により１級上位の級に昇格させる
ことができる。
降格：勤務成績が不良な場合等は、下位の級に決定することができる。

６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以
前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて成績率を決定する。

全学的・中長期的な見地に立って毎年度作成する「全学採用計画」に基づき教職員

の人件費管理を行っている。当面は、総人件費改革の実行計画を踏まえ、定年退職

者の後任補充を抑制することにより人件費の削減を図る。

国家公務員に適用される一般職の職員の給与に関する法律及び国家公務員退職手当

法等を参考とし、国家公務員の給与水準に準じて決定している。

昇給・昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、本学の人事評価制度

による評価の結果等を考慮している。
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　ウ 平成21年度における給与制度の主な改正点

一般職の職員の給与に関する法律の改正に準拠して下記の改正を行った。
　・初任給を中心とした若年層を除き、俸給月額を約0.2％引き下げた。
　・自宅に係る住居手当を廃止した。
　・期末・勤勉手当の支給月数を年間０．３５月分引き下げた。

全学的・中長期的な見地に立って毎年度作成する「全学採用計画」に基づき教職員

の人件費管理を行っている。当面は、総人件費改革の実行計画を踏まえ、定年退職

者の後任補充を抑制することにより人件費の削減を図る。

国家公務員に適用される一般職の職員の給与に関する法律及び国家公務員退職手当

法等を参考とし、国家公務員の給与水準に準じて決定している。

昇給・昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、本学の人事評価制度

による評価の結果等を考慮している。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況（年俸制適用者以外の職員）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

533 46.8 8,325 6,097 99 2,228
人 歳 千円 千円 千円 千円

185 41.6 5,877 4,386 99 1,491
人 歳 千円 千円 千円 千円

345 49.7 9,663 7,033 98 2,630
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 38.5 5,104 3,970 92 1,134
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 57.5 6,281 4,668 142 1,613

人 歳 千円 千円 千円 千円

27 38.7 4,836 3,636 98 1,200
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 53.3 3,169 2,398 64 771
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 35.6 5,497 4,124 102 1,373
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

その他医療職種
（看護師）

医療職種
（病院看護師）

区分

常勤職員

うち所定内人員 うち賞与平均年齢
平成21年度の年間給与額（平均）

総額
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該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 38.8 3,365 2,554 114 811
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：在外職員、任期付職員及び再任用職員については該当者がいないため省略。
注３：「技能・労務職種」とは、林業作業等の技能的業務に従事する職員を示す。
注４：常勤職員の技能・労務職種及びその他医療職種（看護師）については、該当者が２名以下のため、当該個人に
関する情報が特定されるおそれがあることから、「平均年齢」以下の事項については記載しない。

教育職種
（外国人語学教員）

その他教育職種
（年俸制）

教育職種
(専門職大学院実務家教員)

その他医療職種
（看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

（病院医師）
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　　　職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 50.5 13,144 9,343 154 3,801
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 50.5 13,144 9,343 154 3,801
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

40 43.4 7,157 7,068 181 89
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 56.5 5,210 5,210 154 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 55.1 4,705 4,705 288 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

区分 人員 平均年齢
平成21年度の年間給与額（平均）

総額

医療職種
（病院看護師）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち所定内 うち賞与

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

その他医療職種
（看護師）
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該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 47.5 8,305 8,305 24 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 39.9 7,718 7,599 168 119

注６：任期付職員の教育職種（大学教員）、非常勤職員の事務・技術及び教育職種（外国人語学教員）に
ついては該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、「平均年
齢」以下の事項については記載しない。

注２：任期付職員「教育職種（大学教員）」とは、極めて優れた教育・研究業績を有する者又は極めて高度
の専門的な知識経験若しくは優れた識見を有すると学長が認め、当該業績、知識経験又は識見を活用し
て遂行することが特に必要とされる業務に従事させるために招へいする教育職員を示す。

注１：常勤職員、在外職員及び再任用職員区分については該当者がいないため省略。

注３：非常勤職員「教育職種（専門職大学院実務家教員）」とは、技術経営研究科に所属する、専攻分野
における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する教員を示す。

注４：非常勤職員「外国人語学教員」とは、外国語を母語とし、外国語科目を担当させることができる高度
の専門的学識及び技能を有する教員を示す。

注５：非常勤職員「その他教育職種（年俸制）」とは、競争的資金等により雇用される年俸制の特任教員等を

その他教育職種
（年俸制）

（看護師）

教育職種
（外国人語学教員）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

分位 分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職
員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円
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四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

部長 2 55.0

課長 19 52.9 8,287 8,525 8,793

課長補佐 17 51.5 6,893 7,250 7,606

係長 83 43.3 5,494 5,962 6,351

主任 15 40.1 4,623 5,074 5,524

係員 49 30.7 3,601 3,919 4,131

分布状況を示す
グループ

平均平均年齢

注：部長の該当者は２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間給与の平
均額は表示していない。

人員

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位

分布状況を示す
グループ

平均年齢人員 平均

0

50

100

150

200

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教 人
千円
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人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

教授 155 57 10,696 11,408 11,883

准教授 116 47 8,434 8,895 9,347

講師 17 40 7,132 7,635 7,995

助教 52 40 5,818 6,603 7,065

助手 1 34 5,293

教務職員 4 37 5,335

注：教務職員の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与額の
第1・第３分位については表示していない。

注：助手の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年間
給与の平均額は表示していない。
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2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教 人
千円
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③

（事務・技術職員）

区分 計 10級 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

185 該当者なし 該当者なし 該当者なし 2 3 18 19 91 35 17

（割合） （　 　　%） （　 　　%） （　 　　%） （1.1%） （1.6%） （9.7%） （10.3%） （49.2%） （18.9%） （9.2%）
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

58 59 59 59 59 39 37

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

51 58 40 45 35 28 25
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,368 9,165 8,362 7,151 5,811 4,126 3,594

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

7,556 6,872 6,262 5,207 4,297 3,094 2,727
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,870 7,108 6,701 5,865 5,470 3,758 3,077

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

7,242 6,705 5,442 4,667 3,164 2,668 2,348

（教育職員（大学教員））

区分 計 5級 4級 3級 2級 1級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

345 155 116 17 53 4

（割合） （44.9%） （33.6%） （4.9%） （15.4%） （1.2%）
歳 歳 歳 歳 歳

64 63 48 62 45

年間給与
額(最高～

最低)

人員

 職級別在職状況等（平成２２年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

課長補佐

教授 准教授

部長 部長 部長 部長 課長 課長

人員

齢

講師 助教・助手 教務職員

注：７級における該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項に
ついて記載していない。

係長 係員主任
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64 63 48 62 45

～ ～ ～ ～ ～

42 35 33 28 28
千円 千円 千円 千円 千円

10,659 7,506 6,551 6,184 4,758

～ ～ ～ ～ ～

6,498 5,370 4,674 3,923 3,484
千円 千円 千円 千円 千円

15,259 10,039 8,992 8,333 6,316

～ ～ ～ ～ ～

8,908 7,515 6,293 5,293 4,571

年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）
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④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

63 66 64.6

％ ％ ％

37 34 35.4

％ ％ ％

42.7～33.1 46.1～29.2 44.6～31.0

％ ％ ％

64.1 68.1 66.2

％ ％ ％

35.9 31.9 33.8

％ ％ ％

42.4～31.6 38.0～27.5 40.1～29.5

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

60.7 64.6 62.7

％ ％ ％

39.3 35.4 37.3

％ ％ ％

46.9～33.3 49.4～29.8 48.2～32.2

％ ％ ％

64.4 68.2 66.4

％ ％ ％

35.6 31.8 33.6

％ ％ ％

42.4～33.0 38.0～29.2 39.2～31.2

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

         最高～最低

         最高～最低

一律支給分（期末相当）

区分

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

一般
職員

管理
職員

賞与（平成２１年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

区分

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

管理
職員

一般
職員
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⑤

（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一）） 93.2

対他の国立大学法人等 106.2

（教育職員（大学教員））

対他の国立大学法人等 105.6

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 　９６．１

参考 学歴勘案　　　　　　 　９１．８

地域・学歴勘案　　　　９５．５

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標
（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

項目 内容

指数の状況

給与水準の適切
性の検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　51％
（国からの財政支出額　8,154,000千円、支出予算の総額
15,985,000千円：平成21年度予算）

【検証結果】
本学の対国家公務員指数及び参考指数（地域勘案 学歴勘案及

対国家公務員　 ９３．２

注：当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」にお
いては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を
100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

- 13 -

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 102.6

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努める

本学の対国家公務員指数及び参考指数（地域勘案、学歴勘案及
び地域・学歴勘案）は全て１００未満であることから、給与水準は適
切と考えられる。

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎
に、平成２１年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出
した指数である。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年

度）

前年度
（平成20年

度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

総人件費について参考となる事項

①給与・俸給等支給総額及び最広義人件費の対前年度比に関し参考となる事項

注：「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用
及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「役員及び教職員の給与の明
細」における非常勤職員の合計額と一致しない。

　給与・俸給等支給総額は前年度と比べ6.1％減となっているが、これは平成19
年度以降、定年退職者の後任補充を抑制していることによるものと考えられる。
　最広義人件費は前年度と比べ8.1％減となっているが、これは定年退職者の減
に伴う退職手当支給額の減少によるものと考えられる。

②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平
成18年法律第47号）「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に
よる人件費削減の取り組みの状況

1,348,198

955,311431,968

最広義人件費

8,241730,993

区　　分

(△6.1%) △ 415,934

中期目標期間開始時
（平成16年度）からの増
△減

比較増△減

(1.1%)

非常勤役職員等
給与

△ 333,296

1,535,179

747,229
福利厚生費

退職手当支給額

5,469,571 (△7.5%)

給与、報酬等支
給総額 5,136,275

(△8.1%)

(△54.8%) (12.2%)

186,981

47,035

748,097 (95.0%)

△ 523,343

(13.9%)

(5.2%)7,834,415 8,520,309 △ 685,894 387,439

△ 16,236 (△2.2%)

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
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基準年
度

（平成17

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

6,007,215 5,662,831 5,588,660 5,469,571 5,136,275

△ 5.7 △ 7.0 △ 8.9 △ 14.5

△ 5.7 △ 7.7 △ 9.6 △ 12.8

Ⅳ 法人が必要と認める事項 特になし

　本学では、上記閣議決定において示された総人件費改革の実行計画を踏ま
え、中期目標において人件費削減の取組みを行うこととし、中期計画においては
平成21年度までに概ね4％の人件費削減を図ることとしている。また、平成18年
度には国家公務員に準拠して職員給与規定を改正し、年功的な給与上昇の抑
制を図る一方、平成22年度までの人件費試算の結果に基づき策定した「平成19
年度の全学採用計画」により、平成19年度以降は定年退職者の後任補充を抑
制していくこととした。

注１：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議
決定）による人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減
率であり、平成18年、平成19年、平成20年、平成21年の行政職（一）職員の年間平均給
与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%、▲2.4%である。

注２：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相
当額を基礎に算出した平成17年度人件費予算相当額である。

人件費削減率（補
正値）（％）

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支
給総額
（千円）

人件費削減率
（％）
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